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配 布 日 時

平成２５年 ６月１４日 

１４ 時 ００分 
資 料 配 布 

 

件   名 
一般国道１号 水口

みなくち

道路２工区について土地収用法

に基づく事業認定が告示 

 

概   要 

 

○一般国道１号水口
みなくち

道路２工区（甲賀
こ う か

市水口町
みなくちちょう

名坂
な さ か

～同市同町泉
いずみ

）は、平成２７年度の完成供用を目指して事業を推進しています。

 

○同区間について、平成２５年６月１４日付で土地収用法に基づく

事業認定が告示され官報に掲載されましたので、お知らせしま

す。 

 

 
 

取 扱 い 
 

 
 

配 布 場 所 滋賀県政記者クラブ 

 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 

     副  所  長  中村
なかむら

 香澄
か す み

   （内線２０４） 

     用地第二課長  藤井
ふ じ い

 靖久
やすひさ

    （内線２４１） 

     計 画 課  長  松下
まつした

 幸男
ゆ き お

  （内線２６１） 

              ＴＥＬ ０７７－５２３－１７４１（代表） 

 



 

 

一般国道１号 水口道路 

水口
みなくち

道路は、地域高規格道路「甲賀
こ う か

湖南
こ な ん

道路」の一部を構成し、国道１号の甲賀
こ う か

市内の

交通混雑の緩和、交通安全の確保等を図るとともに、甲賀
こ う か

地域の物流拠点から名神高速

道路へのアクセスを改善し、物流の効率化を支援することを目的として計画された道路

です。 

水口
みなくち

道路１１．０ｋｍのうち、平成１９年度までに暫定２車線、暫定３車線での整備

区間も含めて約１０．１ｋｍが開通しています。 

現在、２工区である甲賀
こ う か

市水口町
みなくちちょう

名坂
な さ か

から同市同町 泉
いずみ

に至る延長３．６ｋｍについ

て、平成２７年度の完成（４／４車線）を目標に事業を推進しています。 

＜計画諸元＞ 

計画区間：（自）甲賀
こ う か

市土山町
つちやまちょう

大野
お お の

 （至）湖南
こ な ん

市岩根
い わ ね

 

延  長：約１１．０ｋｍ 

車 数 数：４車線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業認定対象区間の概要図 

位 置 図 

水
口
道
路



～お知らせ～ 

○一般国道１号水口
み な く ち

道路２工区（甲賀
こ う か

市水口町
みなくちちょう

名坂
な さ か

～同町 泉
いずみ

）につい

て、土地収用法に基づく事業認定が告示され官報に掲載されましたの

で、お知らせします。 

 

■事業認定の概要 

○事業認定告示日：平成２５年６月１４日 

○件 名：一般国道１号改築工事（水口
みなくち

道路・滋賀県甲賀
こ う か

市水口町
みなくちちょう

名坂
な さ か

字西縄手
にしなわて

地

内から同市同町泉
いずみ

字下
しも

河原
が わ ら

地内まで） 

○区 間：滋賀県甲
こう

賀
か

市水口
みなくち

町名
な

坂
さか

字西縄
にしなわ

手
て

、字太
だい

田
だ

及び字下
しも

代
だい

、水口町北脇
きたわき

字中
なか

切
ぎり

、

字藤
ふじ

木
き

、字山手
やまて

及び字岡本
おかもと

、水口町 北泉
きたいずみ

一丁目
いっちょうめ

、 水口町
みなぐちちょう

泉
いずみ

字念佛
ねんぶつ

田
でん

、字

畑ケ田
は た け だ

、字田
た

ノ
の

丸
まる

、字揚
あげ

木
ぎ

、字山
やま

之
の

神
かみ

、字三
さん

十
じゅ

六
ろく

、字
じ

才子
さいこ

、字サイコ、字中
なか

ノ
の

切
きり

及び字下
しも

川原
がわら

地内 

○起業者：国土交通大臣 

 

＜参考＞ 

○国道１号水口道路（甲賀市水口町名坂～同市同町泉間）の用地取得状況 

・用地取得率 約９６％（契約件数ベース）（H25.6.1 現在） 

 

○土地収用法の事業認定 

土地収用法は、憲法第 29 条第 3 項の「私有財産は、正当な補償の下に、これ

を公共のために用ひることができる」との規定に基づき、「公共の利益となる事

業に必要な土地等の収用又は使用に関し（中略）、公共の利益の増進と私有財産

との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること」を目的と

して定められたものです。 

事業認定手続きは、この土地収用法の手続きの一つであり、国土交通大臣また

は都道府県知事（事業認定庁）が、申請に係る事業が『真に公益性を有し、かつ

土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであり、当該事業のために土地等を

収用する必要があること』について認定する手続きです。 


